
第１編　　総　　則 第１編　　総　　則

はじめに　（略） はじめに　（略）

第１章　市の責務、計画の位置づけ、構成等 第１章　市の責務、計画の位置づけ、構成等

　 １～３　（略） 　 １～３　（略）

　 ４　市地域防災計画等との関連 ４　市地域防災計画等との関連

(1)　（略） (1)　（略）

　　 (2) 市災害時要援護者支援計画との関連 (2) 市災害時要配慮者支援計画との関連
　

(3)　（略） (3)　（略）

５　（略） ５　（略）

第２章　　国民保護措置等に関する基本方針 第２章　　国民保護措置等に関する基本方針

(1)～(5)　（略） (1)～(5)　（略）

(6)　災害時要援護者等への配慮及び国際人道法の的確な実施 (6)　要配慮者への配慮及び国際人道法の的確な実施
【法第９条、第183条】 【法第９条、第183条】

千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

  災害に対し自分の身体・生命を守るための対応力が不十分な高齢者、
障害者、乳幼児、病弱者、日本語を解さない外国人など（以下「災害時
要援護者」という。）及びその他特に配慮を要する者の保護などについ
ては、災害時要援護者支援策を重点的に具体化した「千葉市災害時要援
護者支援計画」（以下「市災害時要援護者支援計画」という。）により
体制を整備していく。

  災害に対し自分の身体・生命を守るための対応力が不十分な高齢者、
障害者、乳幼児、病弱者、日本語を解さない外国人など及びその他特に
配慮を要する者（以下「要配慮者」という。）の保護などについては、
要配慮者支援策を重点的に具体化した「千葉市災害時要配慮者支援計
画」（以下「市災害時要配慮者支援計画」という。）により体制を整備
していく。

　市は、国民保護措置等の実施に当たっては、災害時要援護者及びその他
特に配慮を要する者の保護などについて留意する。
　また、市は、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争
において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。

　市は、国民保護措置等の実施に当たっては、要配慮者の保護などについ
て留意する。
　また、市は、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争
において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(7)～(9)　(略) (7)～(9)　(略)

第３章　　武力攻撃事態及び緊急対処事態の想定 第３章　　武力攻撃事態及び緊急対処事態の想定

１・２　(略) １・２　(略)

第４章　　市の地理的・社会的特徴 第４章　　市の地理的・社会的特徴

（略） （略）

１　地理的特徴 １　地理的特徴

(1)　位置及び面積 (1)　位置及び面積

　市は、首都東京（都心）の40km圏にあり、東京湾奥の東部に位置し西
は東京湾に面し、東南北は９市町と隣接している。
　市の面積は272.08㎢であり、県面積の約20分の１を占める。なお、海
岸線延長は約42kmである。

　市は、首都東京（都心）の40km圏にあり、東京湾奥の東部に位置し西
は東京湾に面し、東南北は９市と隣接している。
　市の面積は271.77㎢であり、県面積の約20分の１を占める。なお、海
岸線延長は約42kmである。

（追加）
  なお、本章は、地理的・社会的特徴等を示すため統計データを掲載してい
るが、当該データの変更については本計画の他の事項において変更があった
場合に合わせて行うものとする。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(2) 　地　形 (2) 　地　形

（略） （略）

(3)　気　象 (3)　気　象

　市の気候は温暖で、平成22年の年間平均気温は16.3℃で、年間降水量
は1636.5mmとなっている。また台風、高潮等の災害もまれで、比較的恵
まれた自然環境にある。

　市の気候は温暖で、平成22年の年間平均気温は16.8℃で、年間降水量
は1604.5mmとなっている。また台風、高潮等の災害もまれで、比較的恵
まれた自然環境にある。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

２　社会的特徴 ２　社会的特徴

(1)　人口分布等 (1)　人口分布等

①　人口・世帯数 ①　人口・世帯数
（略） （略）

  また、風向は以下のようになっており、春秋は北北東、夏は南西方向
からの風が多く、冬は北北西の風が多くなっている。

  また、風向は以下のようになっており、春秋は北東方向、夏は南西方
向、冬は北西方向の風が多くなっている。

千葉地方気象台の風向出現率 平均風力・風向出現率

  データは気象庁アメダスによるＨ17.3～H22.2の５か年の月
別旬別最多風向による。

  データは気象庁アメダスによる平成24～28年の５か年の月別
旬別平均風速・最多風向による。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

②　年齢構成 ②　年齢構成

　近年人口の伸びは緩やかになっているものの、平成22年３月31日現在
の人口は959,415人で、世帯数は416,834世帯である。
　平均世帯人員は、平成元年以降３人を割り続けており、核家族化の傾
向が年々顕著になっている。
　行政区別に見ると、市街地中心部である中央区と、東京に近い花見川
区の人口が大きいが、今後は、大規模住宅開発の見込まれる緑区及び美
浜区の人口の増加が大きいと予測される。
　平成22年３月31日現在では市域の中央に位置する中央区（196,536
人）が最も人口が多く、ついで花見川区(180,225人)、稲毛区(156,225
人)、若葉区(151,111人)の順となっている。

　近年人口の伸びは緩やかになっているものの、平成29年４月１日現在
の推計人口は973,856人で、世帯数は425,601世帯である。
平均世帯人員は、平成元年以降３人を割り続けており、核家族化の傾向
が年々顕著になっている。
　平成29年４月１日現在では市域の中央に位置する中央区（207,267
人）が最も人口が多く、ついで花見川区(178,651人)、稲毛区(160,845
人)、若葉区(150,445人)の順となっている。

　年齢別に見ると、全体において15歳未満が総人口に占める割合は
13.9%、生産年齢人口である15～64歳の人口は66.4％、65歳以上の人
口は19.18%（平成22年３月31日現在）となっている。65歳以上の全
国平均は22.1%(平成20年)であり、全国平均に比べ若い人口構成と
なっているが、今後出生率の低下等により高齢化が進むものと見込
まれる。

　年齢別に見ると、全体において15歳未満が総人口に占める割合は
12.7%、生産年齢人口である15～64歳の人口は62.2％、65歳以上の人
口は25.1%（平成29年3月31日現在）となっている。65歳以上の全国
平均は27.0%(平成28年４月1日現在)であり、全国平均に比べ若い人
口構成となっているが、今後出生率の低下等により高齢化が進むも
のと見込まれる。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

③　人口密度 ③　人口密度
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

④　昼間人口 ④　昼間人口

ア　流出人口 ア　流出人口

イ　流入人口 イ　流入人口

ウ　昼夜間人口比率 ウ　昼夜間人口比率

  千葉市民で千葉市外を従業・通学地とする流出人口は平成17年
国勢調査時200,816人で、前回に比べ1,059人、0.5％減少してい
る。

  千葉市民で千葉市外を従業・通学地とする流出人口は平成22年
国勢調査時213,767人である。

　千葉市を従業・通学地として市外から流入する人口は平成17年
国勢調査時175,293人で、前回に比べ2,276人、1.3％減少してい
る。

　千葉市を従業・通学地として市外から流入する人口は平成22年
国勢調査時193,938人である。

　平成17年国勢調査で昼間人口を見ると次表のとおりであり、市
全体では夜間人口が昼間人口を上回っている。行政区別では、中
央区が137.7％、美浜区が109.4％と昼間人口が夜間人口を上回っ
ているが、他の４区は逆に、夜間人口が昼間人口を上回ってい
る。

　平成22年国勢調査で昼間人口を見ると次表のとおりであり、市
全体では夜間人口が昼間人口を上回っている。行政区別では、中
央区が125.3％、美浜区が112.8％と昼間人口が夜間人口を上回っ
ているが、他の４区は逆に、夜間人口が昼間人口を上回ってい
る。

  平成17年10月1日国勢調査時の常住人口924,319人から年齢不詳の
人口を除いた夜間人口919,550人より、日々通勤・通学している定常
的な移動人口である流出・流入人口を加減して算出した昼間人口は
894,027人で、前回国勢調査時（平成12年）に比べ35,325人、4.1％
増加している。
（略）

  平成22年10月1日国勢調査時の常住人口961,749人から、日々通
勤・通学している定常的な移動人口である流出・流入人口を加減し
て算出した昼間人口は938,148人である。
（略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(2)　都市構造等 (2)　都市構造等

①・②　（略） ①・②　（略）

③　建物分布等 ③　建物分布等

  本市の建物の棟数（平成21年１月１日現在）は、220,169棟で、こ
のうち木造家屋は、全体の74.8％にあたる164,601棟（千葉市統計書
平成21年度版）であり、美浜区のを除く全ての区で木造家屋の比率
は７割を超えている。
  また、百貨店、映画館、ホテル、病院など、不特定多数の人々が
出入りする施設で、消防法で定める特定防火対象物となっているも
のは、5,100（平成22年３月31日）あり、特に中央区に集中してい
る。

  本市の建物の棟数は、457,190棟で、住宅棟数は197,070棟であ
り、住宅における木造建物の割合は９割近くにのぼる。（千葉市統
計書平成28年度版）
　また、百貨店、映画館、ホテル、病院など、不特定多数の人々が
出入りする施設で、消防法で定める特定防火対象物となっているも
のは、5,381（平成29年３月31日）あり、特に中央区に集中してい
る。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

④　ライフライン施設 ④　ライフライン施設

(3)　交　通 (3)　交　通

（略） （略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

②　鉄道 ②　鉄道

（略）
　そのほか、乗車人員が１日平均２万人を超える駅として、ＪＲ
蘇我駅（約３万２千人）、幕張本郷駅（約２万８千人）、新検見
川駅（約２万３千人）、西千葉駅（約２万３千人）、稲毛海岸駅
（約２万２千人）、都賀駅（約２万１千人）、鎌取駅（約２万
人）がある。
　また、ＪＲを除く私鉄各駅は、京成千葉線の京成千葉駅（約１
万４千人）、千葉中央駅（約８千４百人）、京成幕張本郷駅（約
７千５百人）、千葉都市モノレールの千葉駅（約１万１千人）、
千葉みなと駅（約７千５百人）、都賀駅（約５千９百人）のほか
は、いずれも乗車人員が１日平均５千人に満たない。
（略）

（略）
　そのほか、乗車人員が１日平均２万人を超える駅として、ＪＲ幕
張本郷駅（約２万６千人）、新検見川駅（約２万４千人）、西千葉
駅（約２万４千人）、都賀駅（約２万人）、蘇我駅（約３万１千
人）、稲毛海岸駅（約２万３千人）がある。
　また、ＪＲを除く私鉄各駅は、京成千葉線の京成千葉駅（約１万
２千人）、京成中央駅（約７千人）、京成幕張本郷駅（約６千４百
人）、千葉都市モノレールの千葉駅（約１万１千人）、千葉みなと
駅（約６千７百人）、都賀駅（約５千６百人）のほかは、いずれも
乗車人員が１日平均５千人に満たない。
（略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

③　港湾 ③　港湾

（略） （略）

(4)　（略） (4)　（略）

(5)　石油コンビナート (5)　石油コンビナート

（略）
　このうち、京葉臨海中部地区は、千葉市、市原市及び袖ヶ浦市に位置
し、面積45.2ｋ㎡、総事業所数171社、そのうち61の特定事業所（第１
種事業所30（レイアウト事業所23）、第２種事業所31）で形成されてお
り、全国85の特別防災区域のうち、面積及び危険物の貯蔵、取扱量とも
全国有数であり、石油精製、石油化学業を主体とする地区である。

（略）
　このうち、京葉臨海中部地区は、千葉市、市原市及び袖ヶ浦市に位置
し、面積45.19ｋ㎡、総事業所数303社、そのうち62の特定事業所（第１
種事業所30（レイアウト事業所23）、第２種事業所32）で形成されてお
り、全国85の特別防災区域のうち、面積及び危険物の貯蔵、取扱量とも
全国有数であり、石油精製、石油化学業を主体とする地区である。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

３　（略） ３　（略）

第５章 第５章

（略） （略）

第２編　　　武力攻撃事態等への備えと対処 第２編　　　武力攻撃事態等への備えと対処

（略） （略）

第１章　平素からの備え 第１章　平素からの備え

（略） （略）

第１　組織及び体制の整備 第１　組織及び体制の整備

１　市における組織・体制の整備　【法第41条】 １　市における組織・体制の整備　【法第41条】
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(1)　市の各局・区等における平素の業務 (1)　市の各局・区等における平素の業務

（略） （略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(2)　市職員の参集基準等 (2)　市職員の参集基準等

①・②　（略） ①・②　（略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

③　市の体制及び職員の参集基準 ③　市の体制及び職員の参集基準

（略） （略）

④～⑦　（略） ④～⑦　（略）

(3)・(4)　（略） (3)・(4)　（略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

２　関係機関との連携体制の整備　【法第３条第４項】 ２　関係機関との連携体制の整備　【法第３条第４項】

（略） （略）

(1)～(3)　（略） (1)～(3)　（略）

(4)　他の市町村との連携 (4)　他の市町村との連携

①　（略） ①　（略）

②　近接市町等との連携　【法第147条】 ②　近接市等との連携　【法第147条】

③　消防機関の連携体制の整備 ③　消防機関の連携体制の整備

(5)　（略） (5)　（略）

  市は、近接市町の連絡先、担当部署等に関する最新の情報を常に
把握するとともに、相互の国民保護計画の内容について協議する機
会を設けることや、武力攻撃災害の防御、避難の実施、物資及び資
材の供給における協力関係を構築すること等により、相互の連携を
図る。その他の市町村との間においても、防災に関し締結されてい
る相互応援協定等について必要な見直しを行うこと等により、備蓄
物資等の供給に関する相互協力を確立する。

 市は、近接市の連絡先、担当部署等に関する最新の情報を常に把握
するとともに、相互の国民保護計画の内容について協議する機会を
設けることや、武力攻撃災害の防御、避難の実施、物資及び資材の
供給における協力関係を構築すること等により、相互の連携を図
る。その他の市町村との間においても、防災に関し締結されている
相互応援協定等について必要な見直しを行うこと等により、備蓄物
資等の供給に関する相互協力を確立する。

 市は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近接市町の消防機関
との応援体制の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協
定等の見直しを行うこと等により、消防機関相互の連携を図る。
　（略）

 市は、消防機関の活動が円滑に行われるよう、近接市の消防機関と
の応援体制の整備を図るとともに、必要により既存の消防応援協定
等の見直しを行うこと等により、消防機関相互の連携を図る。
　（略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(6)　自主防災組織等に対する支援　【法第４条第３項】 (6)　自主防災組織等に対する支援　【法第４条第３項】

①　自主防災組織等に対する支援 ①　自主防災組織等に対する支援

②　（略） ②　（略）

３　通信の確保及び情報収集・提供体制の整備 ３　通信の確保及び情報収集・提供体制の整備

（略） （略）

(1)　基本的考え方 (1)　基本的考え方

①　非常用通信体制等の整備 ①　非常用通信体制等の整備

②　情報収集・提供のための体制の整備　【法第８条】 ②　情報収集・提供のための体制の整備　【法第８条】

（略）
※非常通信協議会：（略）
　また、緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅｔ）の適切な
運用に努め、通信体制の確保に努めるものとする。

（略）
※非常通信協議会：（略）
　また、緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）、全国瞬時警報
システム(J-ALERT) 及び防災行政無線等の的確な整備・運用に努
め、通信体制の確保に努めるものとする。

（略）
　また、市は、通常の手段では情報の入手が困難な場合が多いと考
えられる災害時要援護者に対しても情報を伝達できるよう、体制の
整備を図る。

（略）
　また、市は、通常の手段では情報の入手が困難な場合が多いと考
えられる要配慮者に対しても情報を伝達できるよう、体制の整備を
図る。

  市は、自主防災組織及び自治会等のリーダー等に対する研修等を
通じて国民保護措置の周知及び自主防災組織等の活性化を推進し、
その充実を図るとともに、自主防災組織等相互間、消防団及び市等
との間の連携が図られるよう配慮する。
（略）

  市は、自主防災組織及び町内自治会等のリーダー等に対する研修
等を通じて国民保護措置の周知及び自主防災組織等の活性化を推進
し、その充実を図るとともに、自主防災組織等相互間、消防団及び
市等との間の連携が図られるよう配慮する。
（略）

20



千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

③　（略） ③　（略）

④　情報の共有 ④　情報の共有

（略） （略）

(2)　警報の伝達等に必要な準備　【法第47条】 (2)　警報の伝達等に必要な準備　【法第47条】

①　警報の伝達・通知体制の整備 ①　警報の伝達・通知体制の整備

②　（略） ②　（略）　

（略）
　この場合において、災害時要援護者に対する伝達については、民
生委員や社会福祉協議会、国際交流協会等との協力体制を構築する
とともに市災害時要援護者支援計画に基づき、適切な伝達手段を確
立する。

（略）
　この場合において、要配慮者に対する伝達については、民生委員
や社会福祉協議会、国際交流協会等との協力体制を構築するととも
に市災害時要配慮者支援計画に準じて実施する。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

③　全国瞬時警報システム（J-ALERT）の整備

③～⑥　（略） ④～⑦　（略）

(3)　安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備　【法第94条、第95条】 (3)　安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備　【法第94条、第95条】

①～④　（略） ①～④　（略）

(4)　（略） (4)　（略）

４　研修及び訓練 ４　研修及び訓練

（略） （略）

(1)　（略） (1)　（略）

(2)　訓　練　【法第42条】 (2)　訓　練　【法第42条】

①～②　(略) ①～②　(略)

③　訓練に当たっての留意事項 ③　訓練に当たっての留意事項

ア　(略) ア　(略)

イ イ

ウ　（略） ウ　（略）

　市は、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、住民に迅速
かつ確実に伝達するため、全国瞬時警報システム（J-ALERT）を整備
する。

　国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難誘
導や救援等に当たり、町内会・自治会の協力を求めるとともに、
特に災害時要援護者への的確な対応が図られるよう留意する。

　国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難誘
導や救援等に当たり、町内自治会の協力を求めるとともに、特に
要配慮者への的確な対応が図られるよう留意する。

　　（新設）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

エ エ

オ・カ　（略） オ・カ　（略）

第２　避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え 第２　避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え

（略） （略）

１　避難に関する基本的事項 １　避難に関する基本的事項

　市は、自治会・町内会、自主防災組織などと連携し、住民に対
し広く訓練への参加を呼びかけ、訓練の普及啓発に資するよう努
め、訓練の開催時期、場所等は、住民の参加が容易となるよう配
慮する。

　市は、町内自治会、自主防災組織などと連携し、住民に対し広
く訓練への参加を呼びかけ、訓練の普及啓発に資するよう努め、
訓練の開催時期、場所等は、住民の参加が容易となるよう配慮す
る。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(1)　基礎的資料の収集 (1)　基礎的資料の収集

（略） （略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(2)  隣接する市町との連携の確保　【法第３条第４項】 (2)  隣接する市との連携の確保　【法第３条第４項】

(3)　災害時要援護者への配慮　【第９条第１項】 (3)　災害時要援護者への配慮　【第９条第１項】

(4)～(6)　（略） (4)～(6)　（略）

※避難行動要支援者名簿：武力攻撃やテロ発生時においても、避難誘導に当
たっては、
自然災害時と同様、避難行動要支援者への配慮が重要であるが、平素から自然
災害時における取組みとして行われる避難行動要支援者名簿を活用することが
重要である（「避難行動要支援者の避難行動要支援に関する取組み指針」（平
成25年8月）参照）。
　避難行動要支援者名簿は、災害対策基本法第49条の10において作成を義務づ
けられており、避難行動要支援者の氏名や生年月日、住所、避難支援等を必要
とする事由等を記載又は記録するものとされている。
　また、災害発生時に避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難支援等の実施に
結びつくため、市は避難行動要支援者の名簿情報について、地域防災計画の定
めるところにより、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等
の実施に携わる関係者（避難支援等関係者）に提供することが求められてい
る。

（新設）

　市は、市災害時要援護者支援計画に基づき、適切な避難対策を講じ
る。

　市は、市災害時要配慮者支援計画に準じて、要配慮者のうち、「災害
が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが
困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要
する者」（以下「避難行動要支援者」という。）に、適切な避難対策を
講じる。

　市は、市域を越える避難を行う場合に備えて、平素から、隣接する市
町と想定される避難経路や相互の支援の在り方等について意見交換を行
い、また、訓練を行うこと等により、緊密な連携を確保する。

　市は、市域を越える避難を行う場合に備えて、平素から、隣接する市
と想定される避難経路や相互の支援の在り方等について意見交換を行
い、また、訓練を行うこと等により、緊密な連携を確保する。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

２　避難実施要領のパターンの見直し　【基本指針第４章第１節４】 ２　避難実施要領のパターンの見直し　【基本指針第４章第１節４】

３～５　（略） ３～５　（略）

６　生活関連等施設（※）の把握等 ６　生活関連等施設（※）の把握等

（略） （略）

(1)　生活関連等施設の把握等 (1)　生活関連等施設の把握等

（略） （略）

　市は、避難実施マニュアルにおいて、複数の避難実施要領のパターンを
定めているが、関係機関（教育委員会など市の各執行機関、消防機関、
県、県警察、海上保安部、自衛隊等）と緊密な意見交換を行いつつ、消防
庁が作成するマニュアルを参考に、避難行動要支援者の避難方法、季節の
別（特に冬期間の避難方法）、観光客や昼間人口の存在、混雑や交通渋滞
の発生状況等について配慮しつつ不断の見直しを行う。

　市は、避難実施マニュアルにおいて、複数の避難実施要領のパターンを
定めているが、関係機関（教育委員会など市の各執行機関、消防機関、
県、県警察、海上保安部、自衛隊等）と緊密な意見交換を行いつつ、消防
庁が作成するマニュアルを参考に、災害時要援護者の避難方法、季節の別
（特に冬期間の避難方法）、観光客や昼間人口の存在、混雑や交通渋滞の
発生状況等について配慮しつつ不断の見直しを行う。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(2)・(3)　（略） (2)・(3)　（略）

第３～第４　（略） 第３～第４　（略）

第５　災害時要援護者等の支援体制の整備　【法第９条第１項】 第５　要配慮者の支援体制の整備　【法第９条第１項】

１　災害時要援護者に関する配慮 １　要配慮者に関する配慮

(1)　支援のための体制整備 (1)　支援のための体制整備

 市は、武力攻撃事態等の発生時においては、要配慮者の安全を確保す
るために要配慮者の類型（※）や状況（例えば、障害の内容、程度）に
応じた配慮が必要となることから市災害時要配慮者支援計画に基づき、
要配慮者情報の共有等、情報等の伝達、避難誘導、安否情報の収集、避
難所等における支援といった様々な局面に応じた体制を整備する。
※要配慮者の類型：千葉市地域防災計画においては「高齢者」、「視覚障害者」、「聴
覚・言語障害者」、「肢体不自由者」、「内部障害者」、「知的障害者」、「発達障害
者」、「精神障害者」、「難病患者等」、「乳幼児」、「妊産婦」、「外国人等」、
「災害時負傷者」、「災害孤児等」及び「地理に不案内な旅行者等」を基本的な類型と
している。（「障害者」は「障害者及び障害児」を指す。）

  なお、これら以外の人たちの中にも要配慮者は存在する。

  市は、武力攻撃事態等の発生時においては、災害時要援護者の安全を
確保するために災害時要援護者の類型（※）や状況（例えば、障害の内
容、程度）に応じた配慮が必要となることから市災害時要援護者支援計
画に基づき、災害時要援護者情報の共有等、情報等の伝達、避難誘導、
安否情報の収集、避難所等における支援といった様々な局面に応じた体
制を整備する。
※災害時要援護者の類型：市災害時要援護者支援計画においては「高齢者」、「視覚障
害者」、「聴覚・言語障害者」、「肢体不自由者」、「内部障害者」、「知的障害
者」、「発達障害者」、「精神障害者」、「難病患者等」、「乳幼児」、「妊産婦」、
「外国人等」、「災害時負傷者」、「災害孤児等」及び「地理に不案内な旅行者等」を
基本的な類型としている。（「障害者」は「障害者及び障害児」を指す。）

 なお、これら以外の人たちの中にも災害時要援護者は存在する。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(2)　市災害時要援護者支援班の設置 (2)　市災害時要配慮者支援班の設置

２～４　（略） ２～４　（略）

第６　（略） 第６　（略）

第２章　武力攻撃事態等への対処 第２章　武力攻撃事態等への対処

第１　初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 第１　初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置

（略） （略）

１　事態認定前における体制及び初動措置 １　事態認定前における体制及び初動措置

  市長（市長を本部長とする本部設置前にあっては、その本部の本部長
に就く職員）は、市災害時要援護者支援計画に基づき、必要な場合にお
いて庁内横断的組織として市災害時要援護者支援班を設置し、以下の活
動を行うこととする。
  ・避難準備情報等の災害時要援護者への伝達
  ・災害時要援護者の安否確認
  ・住民組織や福祉関係機関等との連携・情報共有
  ・避難所の災害時要援護者支援窓口との連携・情報共有
  ・災害時要援護者対策に係る専門ボランティア（※）の受け入れ
  ・他自治体等からの派遣職員やボランティア等との連携・情報共有
  ※専門ボランティア：（略）
  また、必要に応じて区に対し、区災害時要援護者支援班の設置を指示するこ
とができる。

  市長（市長を本部長とする本部設置前にあっては、その本部の本部長
に就く職員）は、市災害時要配慮者支援計画に基づき、必要な場合にお
いて庁内横断的組織として市災害時要配慮者支援班を設置し、以下の活
動を行うこととする。
  ・避難準備情報等の要配慮者への伝達
  ・要配慮者の安否確認
  ・住民組織や福祉関係機関等との連携・情報共有
  ・避難所の要配慮者支援窓口との連携・情報共有
  ・要配慮者対策に係る専門ボランティア（※）の受け入れ
  ・他自治体等からの派遣職員やボランティア等との連携・情報共有
  ※専門ボランティア：（略）
  また、必要に応じて区に対し、区災害時要配慮者支援班の設置を指示するこ
とができる。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(1)　初動時情報収集体制（担当課体制） (1)　初動時情報収集体制（担当課体制）

(2)　市警戒本部の設置 (2)　市警戒本部の設置

（略） （略）

①　市警戒本部・第２種配備体制 ①　市警戒本部・第２種配備体制

　消防機関や市職員からの連絡その他の情報により、市の各課、室及び
事業所等において緊急事態の発生を把握した場合は、直ちにその旨を総
合防災課及び所管局・区等の長あてに報告する。担当課である危機管理
課・防災対策課職員は、危機管理担当参事の総合調整のもと、情報収集
等の対応に当たる。

　消防機関や市職員からの連絡その他の情報により、市の各課、室及び
事業所等において緊急事態の発生を把握した場合は、直ちにその旨を危
機管理課・防災対策課及び所管局・区等の長あてに報告する。担当課で
ある危機管理課・防災対策課職員は、危機管理監の総合調整のもと、情
報収集等の対応に当たる。

　下記のとおり、市民局長が本部長となり、市警戒本部を設置す
る。また、本部の指示のもと、市民局、消防局のほか、関係局・区
が各局・区長を対策部長として対策部を設置する。

　下記のとおり、総務局長が本部長となり、市警戒本部を設置す
る。また、本部の指示のもと、総務局、消防局のほか、関係局・区
が各局・区長を対策部長として対策部を設置する。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

（略） （略）

②　市警戒本部・第３種配備体制 ②　市警戒本部・第３種配備体制

　下記のとおり、市民局長が本部長となり、市警戒本部を設置す
る。また、本部の指示のもと、市民局、消防局のほか、関係局・区
が各局・区長を対策部長として対策部を設置する。

　下記のとおり、総務局長が本部長となり、市警戒本部を設置す
る。また、本部の指示のもと、総務局、消防局のほか、関係局・区
が各局・区長を対策部長として対策部を設置する。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(3)・(4)　（略） (3)・(4)　（略）

２　（略） ２　（略）

第２　市国民保護対策本部の設置等 第２　市国民保護対策本部の設置等

（略） （略）

１　市対策本部の設置 １　市対策本部の設置

(1)　市対策本部の設置の手順　【法第25条、第27条】 (1)　市対策本部の設置の手順　【法第25条、第27条】

（略） （略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

①・②　（略） ①・②　（略）

③　市対策本部員等及び市対策本部事務局職員等の参集 ③　市対策本部員等及び市対策本部事務局職員等の参集

④～⑥　（略） ④～⑥　（略）

(2)　（略） (2)　（略）

(3)　市対策本部等の組織構成及び機能　【法第28条】 (3)　市対策本部等の組織構成及び機能　【法第28条】

（略） （略）

　市対策本部事務局長（市民部長）は、市対策本部員等及び市対策
本部事務局職員等に対し、携帯電話等の連絡手段を活用し、市対策
本部に参集するよう連絡する。

　市対策本部事務局長（危機管理監）は、市対策本部員等及び市対
策本部事務局職員等に対し、携帯電話等の連絡手段を活用し、市対
策本部に参集するよう連絡する。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

【本部事務局に設けるとその事務分掌】 【本部事務局に設けるとその事務分掌】

（略） （略）
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改正前 改正後
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(4)～(9)　（略） (4)～(9)　（略）

２　（略） ２　（略）

第３　関係機関相互の連携 第３　関係機関相互の連携

（略） （略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

１　国・県の対策本部との連携 １　国・県の対策本部との連携

(1)　（略） (1)　（略）

(2)　国・県の現地対策本部との連携 (2)　国・県の現地対策本部との連携

２～６　（略） ２～６　（略）

７　自主防災組織等に対する支援等 ７　自主防災組織等に対する支援等

(1)　自主防災組織等に対する支援　【法第４条第３項】 (1)　自主防災組織等に対する支援　【法第４条第３項】

(2)・(3)　（略） (2)・(3)　（略）

８　（略） ８　（略）

第４　警報の伝達、避難住民の誘導等 第４　警報の伝達、避難住民の誘導等

１　警報の伝達等 １　警報の伝達等

（略） （略）

　市は、自主防災組織による警報の内容の伝達、自主防災組織や自治会
長等の地域のリーダーとなる住民による避難住民の誘導等の実施に関す
る協力について、その安全を十分に確保し、適切な情報の提供や、活動
に対する資材の提供等により、自主防災組織に対する必要な支援を行
う。

　市は、自主防災組織による警報の内容の伝達、自主防災組織や町内自
治会長等の地域のリーダーとなる住民による避難住民の誘導等の実施に
関する協力について、その安全を十分に確保し、適切な情報の提供や、
活動に対する資材の提供等により、自主防災組織に対する必要な支援を
行う。

（略）
　さらに、国の現地対策本部長が武力攻撃事態等合同対策協議会を開催
する場合には、市は当該協議会へ参加し、国・県・市において国民保護
措置に関する情報の交換や相互協力に努める。

（略）
（追加）

（追加）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(1)　警報の内容の伝達等　【法第47条第１項】 (1)　警報の内容の伝達等　【法第47条第１項】

（略） （略）

(2)　警報の内容の伝達方法 (2)　警報の内容の伝達方法

①　警報の内容の伝達方法　【法第47条第２項】 　（略） 

ア （略） ア （略）

イ　 イ　

（略）
　また、広報車の使用、ちばし災害緊急速報メール及び安全・安

（略）

（略）

（略）

また、広報車の使用、ちばし災害緊急速報メール及び安全・安心
メールの配信、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・システム）
の活用、消防団や自主防災組織による伝達、町内自治会等への協
力依頼などの防災行政無線による伝達以外の方法も活用する。

　また、広報車の使用、安全・安心メールの配信、消防団や自主
防災組織による伝達、自治会等への協力依頼などの防災行政無線
による伝達以外の方法も活用する。

①　警報の内容の伝達方法　【法第47条第２項】
　

　「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる
地域」に市が含まれない場合

　「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる
地域」に市が含まれない場合

　市長は、知事から警報の内容の通知を受けた場合には、あらかじめ定
められた伝達方法（伝達先、手段、伝達順位）により、速やかに住民及
び町内自治会等の関係団体に警報の内容を伝達するとともに、市の他の
執行機関その他の関係機関に対し、警報の内容を通知する。

　市長は、知事から警報の内容の通知を受けた場合には、あらかじめ定
められた伝達方法（伝達先、手段、伝達順位）により、速やかに住民及
び自治会、町内会等の関係団体に警報の内容を伝達するとともに、市の
他の執行機関その他の関係機関に対し、警報の内容を通知する。

警報の内容は、緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）、全国瞬
時警報システム（J-ALERT）等を活用し、地方公共団体に伝達され
る。市長は、全国瞬時警報システム（J-ALERT）と連携している情報
伝達手段等により、原則として以下の要領により情報を伝達する。

警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有する
伝達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

②　消防機関等及び県警察との連携　【法第47条第３項】 ②　消防機関等及び県警察との連携　【法第47条第３項】

③　災害時要援護者等への配慮 ③　要配慮者への配慮

④　（略） ④　（略）

(3)　（略） (3)　（略）

２　避難住民の誘導等 ２　避難住民の誘導等

（略） （略）

(1)　（略） (1)　（略）

※　全国瞬時警報システム（J-ALERT）によって情報が伝達されな
かった場合においては、緊急情報ネットワークシステム（Em-
Net）によって伝達された情報をホームページ等に掲載する等によ
り、周知を図る。

　警報の内容の伝達においては、市災害時要配慮者支援計画に準じ
て、迅速かつ的確に行うよう努める。

　（略）
　この場合において、消防局は保有する車両・装備を有効に活用
し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域
との密接なつながりを活かし、自主防災組織、自治会や災害時要援
護者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率
的な伝達が行なわれるように配意する。
　（略）

　（略）
　この場合において、消防局は保有する車両・装備を有効に活用
し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域
との密接なつながりを活かし、自主防災組織、町内自治会や避難行
動要支援者への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした
効率的な伝達が行なわれるように配意する。
　（略）

　警報の内容の伝達においては、市災害時要援護者支援計画に基づ
き、迅速かつ的確に行うこととし、避難などに備えられるような体
制の整備に努める。

（新設）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(2)　避難実施要領の策定・伝達等　【法第61条】 (2)　避難実施要領の策定・伝達等　【法第61条】

①・②　（略） ①・②　（略）

③　避難実施要領への記載事項 ③　避難実施要領への記載事項

（略） （略）

ア　要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位 ア　要避難地域及び避難住民の誘導の実施単位

イ～キ　（略） イ～キ　（略）

ク　災害時要援護者への対応 ク　避難行動要支援者への対応

ケ～シ　（略） ケ～シ　（略）

④　避難実施要領策定の際の考慮事項 ④　避難実施要領策定の際の考慮事項

（略） （略）

ア～オ　（略） ア～オ　（略）

カ　災害時要援護者の避難方法の決定 カ　避難行動要支援者の避難方法の決定

キ～コ　（略） キ～コ　（略）

　災害時要援護者の避難誘導を円滑に実施するために、これらの
者への対応方法を記載する。

　避難行動要支援者の避難誘導を円滑に実施するために、これら
の者への対応方法を記載する。

　避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、自治
会、町内会、事務所等、地域の実情に応じた適切な避難の実施単
位を記載する。

　避難が必要な地域の住所を可能な限り明示するとともに、町内
自治会、事務所等、地域の実情に応じた適切な避難の実施単位を
記載する。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

⑤・⑥　（略） ⑤・⑥　（略）

(3)　避難住民の誘導 (3)　避難住民の誘導
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

①　市長による避難住民の誘導　【法第62条第１項】 ①　市長による避難住民の誘導　【法第62条第１項】

②　消防機関の活動 ②　消防機関の活動

③　（略） ③　（略）

④　自主防災組織等に対する協力の要請 ④　自主防災組織等に対する協力の要請

⑤　（略） ⑤　（略）

　市長は、避難住民の誘導に当たっては、自主防災組織や自治会長
等の地域においてリーダーとなる住民に対して、避難住民の誘導に
必要な援助について、協力を要請する。

市長は、避難住民の誘導に当たっては、自主防災組織や町内自治会
長等の地域においてリーダーとなる住民に対して、避難住民の誘導
に必要な援助について、協力を要請する。

　市長は、避難実施要領で定めるところにより、当該市の職員並び
に消防局長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導する。その際、
避難実施要領の内容に沿って、自治会、町内会、学校、事業所等を
単位として誘導を行う。ただし、緊急の場合には、この限りではな
い。
（略）

　市長は、避難実施要領で定めるところにより、当該市の職員並び
に消防局長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導する。その際、
避難実施要領の内容に沿って、町内自治会、学校、事業所等を単位
として誘導を行う。ただし、緊急の場合には、この限りではない。
（略）

　消防局は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、
市長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置
し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するととも
に、自力歩行困難な災害時要援護者の人員運送車両等による運送
を行う等保有する装備を有効活用した避難住民の誘導を行う。
　消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防局と連
携しつつ、自主防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導を
行うとともに、災害時要援護者に関する情報の確認や要避難地域
内残留者の確認等を担当する等地域とのつながりを活かした活動
を行う。

　消防局は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、
市長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置
し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するととも
に、自力歩行困難な避難行動要支援者の人員運送車両等による運
送を行う等保有する装備を有効活用した避難住民の誘導を行う。
　消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防局と連
携しつつ、自主防災組織、町内自治会等と連携した避難住民の誘
導を行うとともに、避難行動要支援者に関する情報の確認や要避
難地域内残留者の確認等を担当する等地域とのつながりを活かし
た活動を行う。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

⑥　災害時要援護者への配慮 ⑥　避難行動要支援者への配慮

⑦～⑭　（略） ⑦～⑭　（略）

⑮　大規模集客施設等における避難

⑮・⑯　（略） ⑯・⑰　（略）

(4)　（略） (4)　（略）

第５　救　援 第５　救　援

（略） （略）

１　救援の実施 １　救援の実施

(1)・(2)　（略） (1)・(2)　（略）

　市長は、災害時要援護者の避難を万全に行うため、社会福祉協議
会、民生委員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力するとと
もに、市災害時要援護者支援計画に基づく災害時要援護者の類型等
に応じた連絡、運送手段の確保を的確に行う。

　市長は、避難行動要支援者の避難を万全に行うため、社会福祉協
議会、民生委員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力すると
ともに、市災害時要配慮者支援計画に準じて避難行動要支援者に応
じた連絡、運送手段の確保を的確に行う。

　市は、大規模集客施設や旅客輸送関連施設の施設管理者等と連携
し、施設の特性に応じ、当該施設等に滞在する者等についても、避
難等の国民保護措置が円滑に実施できるよう必要な対策をとる。

（新設）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(3)　救援の程度、方法及び期間　【法第75条第3項、施行令第10条】 (3)　救援の程度、方法及び期間　【法第75条第3項、施行令第10条】

(4)　（略） (4)　（略）

２～４　（略） ２～４　（略）

５　救援の際の物資の売渡し要請等 ５　救援の際の物資の売渡し要請等

(1)　事業者への保管・売渡し要請　【法第81条】 (1)　事業者への保管・売渡し要請　【法第81条】

（略） （略）

a～h　（略） a～h　（略）

i その他の救援の実施に必要なものとして厚生労働大臣が定めるもの i その他の救援の実施に必要なものとして内閣総理大臣が定めるもの

第６　安否情報の収集・提供　 第６　安否情報の収集・提供

（略） （略）

１　（略） １　（略）

　市長は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律による救援の程度及び方法の基準」（平成16年厚生労働省告示第
343号。以下「救援の程度及び方法の基準」という。）に基づき救援を
行う。また、救援の期間については、救援の指示があった日又は救援を
開始した日から厚生労働大臣が定める日までとする。
　市長は、「救援の程度及び方法の基準」によっては救援の実施が困難
であると判断する場合には、厚生労働大臣に対し、特別な基準の設定に
ついて意見を申し出る。
なお、市は、災害時要援護者に対して適切な救援を実施できるよう、十
分配慮する。あわせて、救援の実施に当たっては、男女のニーズの違い
にも配慮する。

　市長は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する
法律による救援の程度及び方法の基準」（平成25年内閣府告示第229
号。以下「救援の程度及び方法の基準」という。）に基づき救援を行
う。また、救援の期間については、救援の指示があった日又は救援を開
始した日から内閣総理大臣が定める日までとする。
　市長は、「救援の程度及び方法の基準」によっては救援の実施が困難
であると判断する場合には、内閣総理大臣に対し、特別な基準の設定に
ついて意見を申し出る。
なお、市は、要配慮者に対して適切な救援を実施できるよう、十分配慮
する。あわせて、救援の実施に当たっては、男女のニーズの違いにも配
慮する。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

２　県に対する報告 ２　県に対する報告

第７　武力攻撃災害への対処 第７　武力攻撃災害への対処

（略） （略）

１　（略） １　（略）

２　生活関連等施設における災害への対処等 ２　生活関連等施設における災害への対処等

(1)～(3)　（略） (1)～(3)　（略）

(4)武力攻撃原子力災害への対応　【法第105条】 (4)武力攻撃原子力災害への対応　【法第105条】

(5)　（略） (5)　（略）

３　ＮＢＣ攻撃による災害への対処　【法第107条、第108条】 ３　ＮＢＣ攻撃による災害への対処　【法第107条、第108条】

（略） （略）

(1)　（略） (1)　（略）

（略）
なお、安否情報システムが使用不可能な場合は、安否情報省令第２条に規
定する様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録を含む。）を、
安否情報システム等により県に送付する。
（略）

（略）
　国の対策本部長は、直ちに武力攻撃原子力災害への対処に関する事項
の公示を行い、関係大臣を指揮して応急対策を講じることとされてい
る。
（略）

（略）
なお、安否情報システムが使用不可能な場合は、安否情報省令第２条に規
定する様式第３号に必要事項を記載した書面（電磁的記録を含む。）を、
電子メールで県に送付する。
（略）

（略）
　国の対策本部長は、直ちに武力攻撃原子力災害への対処に関する事項
の公示を行い、関係大臣等を指揮して応急対策を講じることとされてい
る。
（略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(2)　国の方針に基づく措置の実施 (2)　国の方針に基づく措置の実施

(3)～(6)　（略） (3)～(6)　（略）

４　（略） ４　（略）

第８　（略） 第８　（略）

第９　保健衛生の確保その他の措置 第９　保健衛生の確保その他の措置

（略） （略）

１　保健衛生の確保 １　保健衛生の確保

（略） （略）

(1)　保健衛生対策 (1)　保健衛生対策

(2)～(6)　（略） (2)～(6)　（略）

２　（略） ２　（略）

（略）
　さらに、市災害時要配慮者支援計画に準じて、要配慮者の心身双方の
健康状態には特段の配慮を行う。

　市は、内閣総理大臣が関係大臣等を指揮して汚染拡大防止のための措
置を講ずる場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基
づく各省庁における活動内容について、県を通じて国から必要な情報を
入手するとともに、当該方針に基づいて、所要の措置を講ずる。

　市は、内閣総理大臣が関係大臣を指揮して汚染拡大防止のための措置
を講ずる場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基づ
く各省庁における活動内容について、県を通じて国から必要な情報を入
手するとともに、当該方針に基づいて、所要の措置を講ずる。

（略）
　さらに、市災害時要援護者支援計画に基づき、災害時要援護者及びそ
の他特に配慮を要する者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行う。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

第１０・第１１　（略） 第１０・第１１　（略）

第３編　　緊急対処事態への備えと対処 第３編　　緊急対処事態への備えと対処

第１章　総　論 第１章　総　論

（略） （略）

第２章　緊急対処事態への対処 第２章　緊急対処事態への対処

第１　初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 第１　初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置

（略） （略）

１　事態認定前における体制及び初動措置 １　事態認定前における体制及び初動措置

(1)　初動時情報収集体制（担当課体制） (1)　初動時情報収集体制（担当課体制）

(2)　市警戒本部の設置 (2)　市警戒本部の設置

（略） （略）

　消防機関や市職員からの連絡その他の情報により、市の各課、室及び
事業所等において緊急事態の発生を把握した場合は、直ちにその旨を総
合防災課及び所管局・区等の長あてに報告する。担当課である総合防災
課職員は、危機管理担当参事の総合調整のもと、情報収集等の対応に当
たる。

　消防機関や市職員からの連絡その他の情報により、市の各課、室及び
事業所等において緊急事態の発生を把握した場合は、直ちにその旨を危
機管理課・防災対策課及び所管局・区等の長あてに報告する。担当課で
ある危機管理課・防災対策課職員は、危機管理監の総合調整のもと、情
報収集等の対応に当たる。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

①　市警戒本部・第２種配備体制 ①　市警戒本部・第２種配備体制

②　市警戒本部・第３種配備体制 ②　市警戒本部・第３種配備体制

　下記のとおり、市民局長が本部長となり、市警戒本部を設置す
る。また、本部の指示のもと、市民局、消防局のほか、関係局・区
が各局・区長を対策部長として対策部を設置する。

　下記のとおり、総務局長が本部長となり、市警戒本部を設置す
る。また、本部の指示のもと、総務局、消防局のほか、関係局・区
が各局・区長を対策部長として対策部を設置する。

　記のとおり、市民局を所管する副市長が本部長となり、市警戒本
部を設置する。また、本部の指示のもと、市民局、消防局のほか、
関係局・区が各局・区長を対策部長として対策部を設置する。

　記のとおり、総務局を所管する副市長が本部長となり、市警戒本
部を設置する。また、本部の指示のもと、総務局、消防局のほか、
関係局・区が各局・区長を対策部長として対策部を設置する。
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(3)・(4)　（略） (3)・(4)　（略）

２　（略） ２　（略）

第２　（略） 第２　（略）

第３　関係機関相互の連携 第３　関係機関相互の連携

（略） （略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(1)　（略） (1)　（略）

(2)　緊急対処事態認定前後における関係機関連携モデル (2)　緊急対処事態認定前後における関係機関連携モデル

（略） （略）

49



千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

２　使用物質別の相互連携モデルと主な役割 ２　使用物質別の相互連携モデルと主な役割

（略） （略）

(1)　放射性物質が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下 (1)　放射性物質が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下
「放射性物質テロ等」という。） 「放射性物質テロ等」という。）

①　（略） ①　（略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

②　放射性物質テロ等発生時の関係機関連携モデル ②　放射性物質テロ等発生時の関係機関連携モデル

（略） （略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(2)　生物剤が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下 (2)　生物剤が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下
「生物テロ等」という。） 「生物テロ等」という。）

①　（略） ①　（略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

②　生物テロ等発生時の関係機関連携モデル ②　生物テロ等発生時の関係機関連携モデル

（略） （略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(3)　化学剤が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下 (3)　化学剤が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下
「化学テロ等」という。） 「化学テロ等」という。）

①　（略） ①　（略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

②　化学テロ等発生時の関係機関連携モデル ②　化学テロ等発生時の関係機関連携モデル

（略） （略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

(4)　爆発物が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下 (4)　爆発物が使用された緊急対処事態認定可能性事案（以下
「爆発物テロ等」という。）」 「爆発物テロ等」という。）」

①　（略） ①　（略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

②　爆発物テロ等発生時の関係機関連携モデル ②　爆発物テロ等発生時の関係機関連携モデル

第４　（略） 第４　（略）
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

第４編　　復旧等 第４編　　復旧等

（略） （略）

【参考】　用語の定義 【参考】　用語の定義

（略） （略）

●基本指針　【法第３２条第１項】 ●基本指針　【法第３２条第１項】

●災害時要援護者

（略）

（削除）
　本計画においては、災害時要援護者を「災害に対し自分の身体･生命を
守るための対応力が不十分な高齢者、障害者、乳幼児、病弱者、日本語を
解さない外国人など」と定義している。国民保護措置等の実施に当たって
は、特段の配慮が必要とされる。
　なお、千葉市では千葉市国民保護計画及び千葉市地域防災計画に包括的
に記載された災害時要援護者支援策を重点的に具体化した千葉市災害時要
援護者支援計画を平成２２年３月に策定した。

　政府が、武力攻撃事態等に備えて国民保護措置の実施に関し、あらかじ
め定めた基本的な方針のことをいう。平成１７年３月２５日に閣議決定さ
れた（最終改正 平成２８年８月２４日）。

（略）（略）

　政府が、武力攻撃事態等に備えて国民保護措置の実施に関し、あらかじ
め定めた基本的な方針のことをいう。平成１７年３月２５日に閣議決定さ
れた（最終改正 平成２２年１１月９日）。

（略）

 あ 
 

 あ 
 

 か 
 

 か 
 

 さ 
 

 さ 
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千葉市国民保護計画　新旧対照表

改正前 改正後

●指定行政機関 ●指定行政機関

●指定公共機関 ●指定公共機関

●指定地方行政機関 ●指定地方行政機関

●指定地方公共機関 ●指定地方公共機関
　都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的
事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地
方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知
事が指定するものをいう。
　千葉県では平成２９年３月現在、３１事業者を指定している。

　指定行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、政令で定め
るものをいう。平成２９年４月現在、沖縄総合事務局、管区警察局、総合
通信局、沖縄総合通信事務所、財務局、地方厚生局、都道府県労働局、地
方農政局、北海道農政事務所、森林管理局、経済産業局、産業保安監督
部、那覇産業保安監督事務所、地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、
地方航空局、地方測量部及び沖縄支所、管区気象台、沖縄気象台、管区海
上保安本部、地方環境事務所、地方防衛局が指定されている。（平成27年
4月1日内閣府告示第52号）

　指定行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、政令で定め
るものをいう。平成２２年４月現在、沖縄総合事務局、管区警察局、総合
通信局、沖縄総合通信事務所、財務局、税関、沖縄地区税関、原子力事務
所、地方厚生局、都道府県労働局、地方農政局、北海道農政事務所、森林
管理局、経済産業局、産業保安監督部、那覇産業保安監督事務所、地方整
備局、北海道開発局、地方運輸局、地方航空局、航空交通管制部、管区気
象台、沖縄気象台、管区海上保安本部、地方環境事務所及び地方防衛局が
指定されている。（平成19年10月1日内閣府告示第634号）

　都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的
事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地
方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知
事が指定するものをいう。
　千葉県では平成２２年４月現在、３２事業者を指定している。

　内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法、国家行政組織法等で規定する国の
行政機関のうち、政令で定めるもので、平成２２年４月現在、内閣府、国
家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務省、公
安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、
農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業
庁、原子力安全・保安院、国土交通省、国土地理院、観光庁、気象庁、海
上保安庁、環境省及び防衛省が指定されている。（平成21年8月28日内閣
府告示第344号）

　内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法、国家行政組織法等で規定する国の
行政機関のうち、政令で定めるもので、平成２９年３月現在、内閣府、国
家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務省、公
安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、
農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業
庁、国土交通省、国土地理院、観光庁、気象庁、海上保安庁、原子力規制
委員会、防衛省が指定されている。（平成21年8月28日内閣府告示第344
号）

　独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的
機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令
及び内閣総理大臣公示で指定されている。
　平成２２年４月現在、１５１機関が指定されている。

　独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的
機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令
及び内閣総理大臣公示で指定されている。
　平成２９年３月現在、１５１機関が指定されている。
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改正前 改正後

●避難行動要支援者

●要配慮者（新設）
　市地域防災計画においては、「災害に対し自分の身体･生命を守るため
の対応力が不十分な高齢者、障害者、乳幼児、病弱者、日本語を解さない
外国人など」と定義しており、本計画も同様としている。国民保護措置等
の実施に当たっては、特段の配慮が必要とされる。
　なお、千葉市では要配慮者対策を重点的に具体化した千葉市災害時要援
護者支援計画を平成２２年３月に策定し、その後平成２６年７月に同計画
を修正し、千葉市災害時要配慮者支援計画とした。

　市地域防災計画では、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあ
る場合に自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保
を図るために特に支援を要する者」を避難行動要支援者と定義しており、
本計画でも同様としている。

（略）

（新設）

（略）

 た 
 

 た 
 

 は 
 

 は 
 

 や 
 

 や 
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